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第28期
定時株主総会招集ご通知

2023年12月23日（土曜日） 
午前10時（受付開始：午前９時30分）

東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
東京オペラシティタワー ７階
第１、２会議室
末尾の会場ご案内図をご参照ください。

オンラインによるご出席も可能です。（詳細は
５～６頁をご参照ください。）

開催
日時

開催
場所

目　次

証券コード　9438

同封の議決権行使書のご返送、またはインターネット等によ
る議決権行使をお願いいたします。なお、お土産やお飲み
物の用意はございません。

電子提供制度に関するお知らせ
本株主総会にかかる株主総会資料は、一律に従
来どおり、書面でお送りさせていただいておりま
す。（詳細は２頁をご覧ください。）
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証券コード 9438
2023年12月５日

株 主 各 位
東京都新宿区西新宿三丁目20番２号

代表取締役社長 前 多 俊 宏

第28期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。当社第28期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第28期定時株主

総会招集ご通知」及び「第28期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事
項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://ir.mti.co.jp/stocks/shareholders_meeting/

また、当社ウェブサイトのほか、以下の東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

東京証券取引所ウェブサイトにアクセスのうえ、銘柄名（エムティーアイ）または証券コード（9438）を入力・検
索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、株主総会招集通知/株主総会資料の情報を閲覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を事前行使することができますの
で、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後述の「議決権行使に関するご案内」に従いまして、2023年12
月22日（金）午後４時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

1 日 時 2023年12月23日（土曜日）午前10時
2 場 所 東京都新宿区西新宿三丁目20番２号 東京オペラシティタワー７階

第１、２会議室
末尾の会場ご案内図をご参照ください。

3 株主総会の目的事項
報 告 事 項 第28期（自2022年10月１日 至2023年９月30日）事業報告および連結計算書類報告ならび

に会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告、第28期計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役10名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以 上
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◎お知らせ
(１)代理人による議決権行使

株主総会にご出席いただけない場合は、当社の議決権を有する他の株主様１名を代理人として株主総会にご出席
いただくことが可能です。なお、代理人は委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。オンラ
インによる代理出席の場合は、以下の期間までに委任状及び委任者の本人確認書類を郵送にてご提出をお願いいた
します。
受付期間：2023年12月５日（火）10時～2023年12月15日（金）16時
送付先：〒163-1435 東京都新宿区西新宿3-20-2 株式会社エムティーアイ 総務部宛て

(２)議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていた
だきます。

(３)電子提供措置事項を修正する場合の周知方法
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

(４)会場での対応について
①体調不良と見受けられる場合は、やむを得ずご入場を制限させていただく場合がございます。
②座席数に限りがございます。満席となった際は、ご入場いただけない場合がございますのであらかじめご了承く

ださい。
③議事進行に変更が生じた場合は当社ホームページ（https://ir.mti.co.jp/stocks/shareholders_meeting/）に

てお知らせいたします。
④オンラインによる株主総会へのご出席につきましては、５～６頁をご覧ください。

(５)電子提供制度における当社の対応について
2022年9月1日の改正会社法の施行ならびに2022年12月24日開催の第27期定時株主総会での当社定款の一部

変更のご承認により、株主総会資料をインターネット上で電子提供することが可能となりました。
インターネットを利用することが困難である等のご事情がある株主様につきましては、所定のお手続きをいただ

くことにより、株主総会資料を書面にてお受け取りいただくことが可能となります。必要な株主様はお取引の証券
会社または株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）まで資料を書面で受領するためのお手続き（書面交付請求）をお
願いいたします。（別途手数料が発生する場合がございます。）
本総会の招集通知につきましては、制度がまだ定着していないこと等を鑑み、書面交付請求の有無にかかわら

ず、一律に従来どおりに、書面にてお送りしております。なお、第29期以降の株主総会での対応につきましては
未定です。
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議決権行使に関するご案内

議決権行使のお取り扱い
1. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。
2. インターネットにより複数回数、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限  2023年12月22日（金曜日）午後４時到着分まで

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時   2023年12月23日（土曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）

株主総会当日、会場にお越しいただくことなく、当社指定のウェブサイトよりライブ配信をご視聴いただきながら、ご質問お
よび議決権の行使を行っていただくことが可能です。バーチャル出席は、実際に会場にお越しいただいた場合と同様、会社法
上、株主総会に「出席」したものと取り扱われます。
また、当社指定ウェブサイトでは、株主様からの事前のご質問も受け付けています。

「スマートフォン」による行使 
同封の議決権行使書用紙の右下ログイン用QRコードをスマートフォンまたはタブレット端末で読み取り、賛否をご入力ください。

行使期限  2023年12月22日（金曜日）午後４時まで

「ログインID・パスワード入力」による行使 
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログ
インID」および「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限  2023年12月22日（金曜日）午後４時まで

株主総会における議決権は、以下の方法により行使いただくことができます。

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことが可能です。

 事前に議決権を行使される場合
 書面（郵送）で議決権を行使される場合

 インターネットで議決権を行使される場合

 株主総会に出席される場合
 オンラインによるご出席

 会場出席される場合

　詳細は次頁をご参照ください

　詳細は５～６頁をご参照ください
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インターネットにより議決権を行使される際は、次の事項をご確認のうえ、パソコン、スマートフォンまたは
タブレットから、議決権行使サイトにアクセスし、画面の案内に従って行使してくださいますようお願い申し
上げます。

QRコードを読み取る方法 ログインID・パスワードを入力する方法

❶  議決権行使書用紙右下に記載のQRコード
を読み取ってください。

❶  議決権行使サイトへアクセス
https://evote.tr.mufg.jp/

❷  画面の案内に従い、議案の賛否をご入力 
ください。

見本

❷  ログイン
議決権行使サイトにおい
て、議決権行使書用紙
に記載された「ログイン
ID」および「仮パスワー
ド」をご入力いただき、
画面の案内に従って議案
の賛否をご入力ください。

❸  パスワード登録
株主様以外の方による不
正アクセスや議決権行使
内容の改ざんを防止する
ため、ご利用の株主様に
は、議決権行使サイト上
で「仮パスワード」の変
更をお願いしております。

ご注意事項

● 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や
議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様に
は、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願い
することになりますのでご了承ください。

● 株主総会招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パス
ワード」をご通知いたします。

● インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金、通信
料等）は、株主様のご負担となります。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027（午前9時〜午後9時、通話料無料）

システム等に関するお問い合わせ

以上
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オンラインによるご出席・事前質問受付に関するご案内

2023年12月23日（土曜日） 午前10時から（午前9時30分からログイン開始）

本株主総会はオンラインでご出席いただくことも可能です。当日は会場の座席数が限られておりますので、オン
ラインによるご出席をご利用ください。
オンラインによるご出席は、実際に会場にお越しいただいた場合と同様に、会社法上の出席として取り扱われま
す。なお、システムの都合上、会場への出席と完全に同じお取り扱いが難しい場合がございますのでご了承くだ
さい。
オンラインによるご出席を希望の方は、以下をご一読のうえご出席いただきますようお願い申し上げます。

議決権行使書用紙の右下に記載
されている「株主番号」（数字8桁）

ご登録住所の郵便番号（数字7桁、
ハイフンあり、なしどちらでも可）
※9月末現在

お手元の議決権行使書用紙をご確認いただき、以下のURLまたは二次元コードから
ログインページにアクセスいただき、必要事項をご入力のうえログインをお願いい
たします。

ログイン項目について

（出席型）
バーチャル株主総会
ログイン用QRコード

株主番号

郵便番号

https://web.sharely.app/login/mti-28
必要事項：1 株主番号  2 郵便番号

（議決権行使書用紙に記載の数字をご入力ください）

配信日時

視聴方法

― 5 ―
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Sharelyヘルプデスク（コインチェック株式会社）電話番号：03-6416-5286
（株主総会当日午前９時から株主総会終了時まで）

配信に関する
お問い合わせ先

● 推奨環境 

Google Chrome 最新版 ／ Microsoft Edge 最新版 ／ Firefox 最新版 ／ Safari 最新版

ブラウザは最新のバージョンでご覧ください。
上記環境においても、ご利用の機器やネットワーク環境によってご視聴いただけない場合や、音と映像にずれが生じる場合があります。

● 事前質問・当日質問について
前述のURLにて株主様からのご質問を受け付けております。ログインページにログインいただいた後、「質問」ボタンの送信フォームよ
り質問をお送りください。

（事前質問受付期間） 2023年12月5日（火曜日）～2023年12月20日（水曜日）正午まで
（当日質問受付期間） 2023年12月23日（土曜日）10時から
※ご質問は1件につき150字以内とさせていただきます。
※株主の皆様から特に関心の高い事項につきましては、議長の判断により、本株主総会において一括でご回答させていただきます。
　なお、すべてのご質問に対して回答できない場合もございます。また、個別の回答には応じかねますのでご了承ください。
※個人情報が含まれる場合や攻撃等につながる不適切な内容は、質問または動議として取り上げない場合がございます。
※議事進行に支障がある場合や、安定的な通信を妨げる行為があった場合は、事務局の判断により通信を途絶する場合がございます。

● 出席時の議決権行使の方法
■  株主総会当日は、配信画面で議決権行使が可能です。「決議」ボタンより賛否をご入力ください。
■  事前に議決権を行使され、オンラインによる出席をされた株主様は、当日の議決権行使が確認された時点で事前の議決権行使は無効

としてお取り扱いいたします。
■  事前に議決権を行使され、オンラインによる出席をされたものの、当日オンライン上で議決権を行使されなかった場合は、事前の議

決権行使を有効としてお取り扱いいたします。
■  事前に議決権を行使せず、オンライン上でも議決権を行使されなかった場合は、賛成、反対、および棄権のいずれにも加算しないも

のとしてお取り扱いいたします。

 注意事項
・   対応言語は日本語のみです。
・  ライブ配信の運営に変更が生じる場合がございます。変更が生じた場合は当社ホームページ（https://ir.mti.co.jp/stocks/

shareholders_meeting/）にてお知らせいたします。
・  視聴環境により、映像や音声に不具合が生じる場合がございます。
・  オンラインによるご出席にあたり、通信障害や操作ミス等によって被った株主様の不利益に関しては一切の責任を負いかねます。
・  本総会の映像や音声データの第三者への提供や録画行為、SNSでの公開・上映、転載・複製及びログイン方法を第三者に伝える

ことは固くお断りします。
・  ご視聴いただくための通信機器、通信料金は株主様のご負担となります。
・   ライブ配信の撮影はご出席株主様のプライバシーに配慮し、ご出席株主様の顔が映らないよう撮影いたしますが、やむを得ず映

り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金処分の件
当社は、企業価値の創造と拡大を通じた時価総額の向上とともに、利益配分を継続的に実施していくこ

とを重要課題と位置付けています。
配当につきましては、安定配当を維持する観点から、次のとおりとさせていただきたいと存じます。
これにより、当期の１株当たり年間配当金は、金16円となります。

期末配当に関する事項
（１） 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金８円 総額440,462,928円
（２） 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年12月25日
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第２号議案 取締役10名選任の件
本株主総会の終結時をもって取締役全員（10名）が任期満了によって退任となります。つきましては、

取締役10名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は次のとおりです。

候補者
番 号 氏名／属性 当社における

現在の地位
取締役会への
出席状況

1 ま え た と し ひ ろ

前 多 俊 宏
男 性
再 任

代表取締役社長 16回／16回
（100％）

2 いずみ ひ ろ し

泉 博 史
男 性
再 任

取締役副社長 16回／16回
（100％）

３ ま つ も と ひろし

松 本 博
男 性
再 任

専務取締役 15回／16回
（93.8％）

４ い し か わ こ う い ち

石 川 幸 一
男 性
新 任

常務執行役員 ―

5 しゅう ぼ く し

周 牧 之
男 性
再 任

社外取締役
独 立 役 員

社外取締役 16回／16回
（100％）

6 や ま も と ひかる

山 本 晶
女 性
再 任

社外取締役
独 立 役 員

社外取締役 16回／16回
（100％）

7 つ ち や りょうすけ

土 屋 了 介
男 性
再 任

社外取締役
独 立 役 員

社外取締役 16回／16回
（100％）

8 ふ じ た さとし

藤 田 聰
男 性
再 任

社外取締役
独 立 役 員

社外取締役 16回／16回
（100％）

9 よ こ や ま よ し の り

横 山 禎 徳
男 性
再 任

社外取締役
独 立 役 員

社外取締役 14回／16回
（87.5％）

10 わ だ ひ で あ き

和 田 英 明
男 性
再 任

社外取締役
独 立 役 員

社外取締役 11回／13回
（84.6％）

（注）社外取締役和田英明氏の取締役会への出席状況につきましては2022年12月24日就任後の状況を記載しています。
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候 補 者
番 号

１
前
まえ

多
た

俊
とし

宏
ひろ

再 任

生年月日
1965年１月19日生
所有する当社株式の数
11,875,700株

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当
1987年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
1988年12月 株式会社光通信 入社
1989年８月 同社 取締役
1994年７月 同社 常務取締役
1996年８月 当社設立

代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由
1996年に当社を設立以来、代表取締役として社業を牽引してきました。これ
までに培ってきた経営全般に関する知識と経験により、当社の経営における重要
事項の意思決定を担い、全役員に対してリーダーシップを発揮できることから、
適当な人物であると判断し、引き続き取締役候補者としました。
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候 補 者
番 号

２

いずみ ひろ し

泉 博 史
再 任

生年月日
1965年２月26日生
所有する当社株式の数

343,800株

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当
1987年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
1997年６月 マイクロソフト株式会社 入社
1999年２月 当社 入社
1999年11月 当社 執行役員IT事業部長
2002年11月 当社 執行役員モバイルサービス事業本部長
2002年12月 当社 取締役モバイルサービス事業本部長
2004年12月 当社 取締役兼執行役員専務モバイルサービス事業本部長
2007年１月 当社 取締役兼執行役員副社長モバイルサービス事業本部長
2009年12月 当社 取締役副社長モバイルサービス事業本部長
2010年２月 当社 取締役副社長
2012年６月 当社 取締役副社長Healthcare事業本部長
2014年２月 当社 取締役副社長モバイルサービス事業本部長兼

Healthcare事業本部長
2014年７月 当社 取締役副社長ライフ・ヘルスケア事業本部長
2015年４月 当社 取締役副社長デジタルコンテンツ事業本部長
2016年２月 当社 取締役副社長ライフ事業本部長兼デジタルコンテンツ事業本

部長
2017年１月 当社 取締役副社長ライフ・エンターテインメント事業本部長
2018年４月 当社 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業

本部長
2019年７月 当社 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業

本部長兼テクノロジー本部長
2019年12月 当社 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業

本部長兼テクノロジー本部長（ソリューション事業部担当）
2021年４月 当社 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業

本部長兼テクノロジー本部長兼システムアーキテクト部長（ソリュ
ーション事業部担当）

2022年12月 当社 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業
本部長兼テクノロジー本部長兼システムアーキテクト部長（ソリュ
ーション事業部、サイバーリスクマネジメント室担当）

2023年１月 当社 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業
本部長兼テクノロジー本部長（ソリューション事業部、サイバーリ
スクマネジメント室、戦略DXビジネス室担当

2023年10月 当社 取締役副社長ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業
本部長兼テクノロジー本部長（ソリューション事業部、サイバーリ
スクマネジメント室、戦略DXビジネス室、+Design部担当（現
任）

取締役候補者とした理由
2002年に当社取締役に就任、2009年より取締役副社長。大手ITベンダーでの
職務経験を活かし、当社ではサービス企画のみならず、IT開発の要職も務めてま
いりました。企画から開発までITサービス全般に深く通じており、当社の経営に
おける重要事項の意思決定を担える人物であると判断し、引き続き取締役候補者
としました。
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候 補 者
番 号

３
松
まつ

本
もと

博
ひろし

再 任

生年月日
1969年８月17日生
所有する当社株式の数

169,400株

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当
1992年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入

行
1999年５月 株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings） 入社
2002年10月 株式会社ユー・エス・ジェイ 入社
2004年10月 当社 入社
2008年２月 当社 執行役員経営企画室長兼広報・IR室長
2009年１月 当社 執行役員経営企画本部長
2010年１月 当社 上席執行役員経営企画本部長
2010年５月 当社 上席執行役員コーポレート・サポート本部長
2010年12月 当社 取締役コーポレート・サポート本部長
2013年２月 当社 取締役
2016年12月 当社 常務取締役
2018年12月 当社 専務取締役（IR室・事業アライアンス担当）（現任）

取締役候補者とした理由
2010年に当社取締役に就任。当社入社後は経営企画本部長やコーポレート・
サポート本部長を歴任しました。管理系業務全般に対する経験に加え、M&A、
財務およびIRにも精通しており、当社の経営における重要事項の意思決定を担え
る人物であると判断し、引き続き取締役候補者としました。

候 補 者
番 号

４
石
いし

川
かわ

幸
こう

一
いち

新 任

生年月日
1975年２月13日生
所有する当社株式の数

4,700株

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当
1998年 2 月 株式会社プロディクス 入社
1999年12月 当社 入社
2003年 4 月 個人事業主
2004年 9 月 株式会社ITSUMO 入社
2005年11月 株式会社デジマース コンテンツ配信事業部 部長
2007年 8 月 有限会社ガナーズ 入社
2010年 5 月 当社 入社
2012年10月 当社 entag！事業部長
2014年 3 月 当社 アミューズメント事業部長
2016年 1 月 当社 執行役員兼アミューズメント事業部長
2017年 5 月 当社 執行役員兼スマートコンテンツ事業部長
2019年 1 月 当社 常務執行役員兼スマートコンテンツ事業部長（現任）

取締役候補者とした理由
コンテンツ事業の責任者として豊富な経験と実績を有しており、また、グルー
プ会社の経営に携わるなど、当社および当社グループ会社の事業成長に貢献して
まいりました。当社の経営における重要事項の意思決定を担える人物であると判
断し、取締役候補者としました。
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候 補 者
番 号

５

しゅう ぼく し

周 牧 之
再 任 社外取締役 独立役員

生年月日
1963年７月２日生
所有する当社株式の数

―

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当
1995年６月 財団法人国際開発センター（現一般財団法人国際開発センター）

主任研究員
2002年４月 東京経済大学 経済学部 助教授
2005年１月 財務省財務総合政策研究所 客員研究員
2007年４月 東京経済大学 経済学部 教授（現任）
2007年４月 マサチューセッツ工科大学 客員教授
2008年５月 ハーバード大学 客員研究員
2010年４月 対外経済貿易大学 客員教授
2012年４月 中国科学院 特任教授
2015年12月 当社 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
東京経済大学 経済学部 教授

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
周牧之氏は、大学において東アジア経済およびデジタルエコノミーの研究を行

っており、その知見を基に当社の経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の
監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待し、社外取締役候
補者としました。

候 補 者
番 号

６
山
やま

本
もと

晶
ひかる

再 任 社外取締役 独立役員

生年月日
1973年10月２日生
所有する当社株式の数

―

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当
2004年４月 東京大学大学院経済学研究科 助手
2005年４月 成蹊大学経済学部 専任講師
2008年４月 成蹊大学経済学部 准教授
2014年４月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授
2015年12月 当社 社外取締役（現任）
2019年４月 日本マーケティング学会 常任理事（現任）
2020年 3 月 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 社外取締役（現

任）
2023年４月 慶應義塾大学 商学部 教授（現任）

重要な兼職の状況
慶應義塾大学 商学部 教授
日本マーケティング学会 常任理事
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
山本晶氏は、大学においてマーケティングおよび消費者行動の研究を行ってお

り、その知見を基に当社の経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を
行っていただいております。引き続き上記の役割を期待し、社外取締役候補者と
しました。
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候 補 者
番 号

７
土
つち

屋
や

了
りょう

介
すけ

再 任 社外取締役 独立役員

生年月日
1946年１月16日生
所有する当社株式の数

―

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当
2006年４月 国立がんセンター中央病院（現国立研究開発法人国立がん研究セン

ター） 病院長
2011年２月 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会（現公益財団法人榊原記念財

団） 理事（現任）
2011年４月 公益財団法人がん研究会 理事
2014年４月 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 理事長
2014年６月 公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 理事
2018年12月 当社 社外取締役（現任）
2019年11月 株式会社エムネス 社外取締役（現任）
2021年４月 学校法人国際学園 副理事長
2022年４月 学校法人国際学園 理事長（現任）

重要な兼職の状況
公益財団法人榊原記念財団 理事
株式会社エムネス 社外取締役
学校法人国際学園 理事長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
土屋了介氏は、様々な機関にて医学の研究を行っており、組織運営の経験も有

しているため、その知見を基に当社の経営方針に助言し、独立した立場で業務執
行の監督を行っていただいております。引き続き上記の役割を期待し、社外取締
役候補者としました。

候 補 者
番 号

８
藤
ふじ

田
た

聰
さとし

再 任 社外取締役 独立役員

生年月日
1944年３月３日生
所有する当社株式の数

4,000株

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当
1969年７月 日本電信電話公社 入社
1997年10月 NTT国際ネットワーク株式会社 代表取締役社長
2002年６月 NTTコミュニケーションズ株式会社 常務取締役 グローバルサ

ービス事業部長
2003年６月 株式会社NTTドコモ 常勤監査役
2006年４月 アルカテル・ルーセント株式会社 代表取締役社長
2008年６月 株式会社アイティ・イット 取締役
2009年３月 Infinera Japan株式会社 代表取締役社長
2011年９月 当社顧問
2016年４月 ジュニパーネットワークス株式会社 エグゼクティブアドバイザー

（現任）
2020年12月 当社 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
ジュニパーネットワークス株式会社 エグゼクティブアドバイザー

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
藤田聰氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を

基に当社の経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただい
ております。引き続き上記の役割を期待し、社外取締役候補者としました。
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候 補 者
番 号

９
横
よこ

山
やま

禎
よし

徳
のり

再 任 社外取締役 独立役員

生年月日
1942年９月16日生
所有する当社株式の数

―

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当
1986年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー シニア・パートナー
1988年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 東京支社長
2002年７月 株式会社イグレックSSDI 代表取締役（現任）
2008年４月 東大EMP 企画推進責任者
2016年７月 県立広島大学大学院HBMS 研究科長（現任）
2017年７月 株式会社エアウィーヴ 社外取締役（現任）
2020年10月 東大生産技術研究所 特別研究顧問（現任）
2020年12月 当社 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
株式会社イグレックSSDI 代表取締役
県立広島大学大学院HBMS 研究科長
株式会社エアウィーヴ 社外取締役
東大生産技術研究所 特別研究顧問

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
横山禎徳氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見

を基に当社の経営方針に助言し、独立した立場で業務執行の監督を行っていただ
いております。引き続き上記の役割を期待し、社外取締役候補者としました。
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候 補 者
番 号

10
和
わ

田
だ

英
ひで

明
あき

再 任 社外取締役 独立役員

生年月日
1973年12月13日生
所有する当社株式の数

―

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当
1997年４月 株式会社光通信 入社
2004年６月 同社 取締役
2007年４月 同社 常務取締役
2009年６月 同社 常務執行役員 情報通信事業本部長
2012年４月 株式会社ハローコミュニケーションズ代表取締役
2012年６月 株式会社光通信 常務取締役
2013年４月 テレコムサービス株式会社 代表取締役
2015年６月 株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーター

ホールディングス）取締役（現任）
2017年６月 株式会社光通信 取締役副社長
2018年６月 株式会社エフティグループ 取締役
2019年２月 株式会社アクトコール 取締役
2019年６月 株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
2020年６月 光通信株式会社 取締役（現任）
2021年３月 株式会社HCMAアルファ 代表取締役
2022年12月 当社 社外取締役（現任）
2023年 9 月 株式会社HCMAアルファ 代表取締役（現任）

重要な兼職の状況
株式会社光通信 代表取締役社長
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役
光通信株式会社 取締役
株式会社HCMAアルファ 代表取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
和田英明氏は、経営者として豊富な実績および経験、幅広い見識を有してお

り、その知見を基に当社の持続的な企業価値向上のために当社の経営方針に助言
がなされることなどを期待し、社外取締役候補者といたしました。
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（注） １．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳および和田英明の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、社外取締

役候補者とした理由は、各社外取締役候補者の略歴下段に記載しています。併せて、周牧之氏、山本晶氏および土屋了介
氏については過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、社外取締役候補者とし
た理由および期待される役割の概要に記載のとおり、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しています。

３．候補者 周牧之氏および山本晶氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって８年となります。候
補者 土屋了介氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって５年となります。候補者 藤田聰氏お
よび横山禎徳氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって３年となります。候補者 和田英明氏
の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって１年となります。

４．当社は東京証券取引所に対して、周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰および横山禎徳の各氏を独立役員とする独立役員届
出書を提出しています。各氏が原案どおり選任された場合は、引き続き独立役員となる予定です。

５．当社は、会社法第427条第１項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を同法第425条第１項各号
の合計額とする契約を周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳および和田英明の各氏と締結しています。なお、各
氏が原案どおり選任された場合は、当該契約を継続する予定です。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が法律上負担
することになる損害賠償金および訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解費用等の争訟費用（株主代表訴訟に敗訴した場合お
よび会社からの損害賠償請求に係るものを含む）を当該保険契約により填補することとしております。石川幸一氏を除く
各取締役候補者は、当社の取締役として当該保険契約の被保険者に含まれております。また、本議案により取締役候補者
が当社の取締役に選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は本議案に係る取
締役の任期中に同内容で当該保険契約の更新を予定しております。

７．土屋了介氏の兼職先である株式会社エムネスは、当社の持分法適用関連会社でしたが2023年6月30日をもって当社の持
分法適用関連会社ではなくなりました。

８．和田英明氏の兼職先である株式会社光通信は、当社のその他の関係会社です。
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第３号議案 監査役１名選任の件
本株主総会の終結時をもって監査役奥田高子氏は任期満了により退任となります。つきましては、監査

役１名の選任をお願いするものです。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。
監査役候補者は次のとおりです。

奥
おく

田
だ

高
たか

子
こ

再 任 社外監査役 独立役員

生年月日
1956年５月７日生
所有する当社株式の数

―

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位
1979年４月 サントリー株式会社
2000年４月 同社 ワイン事業部課長
2003年４月 同社 お客様コミュニケーション部東京お客様センター課長
2005年９月 東京電力株式会社 販売営業本部営業部くらしのラボグループマネ

ジャー
2016年４月 東京電力エナジーパートナー株式会社 CS推進室長
2019年６月 伊藤忠食品株式会社 社外取締役（現任）
2021年12月 当社 社外監査役（現任）

重要な兼職の状況
伊藤忠食品株式会社 社外取締役

社外監査役候補者とした理由
奥田高子氏は、マーケティングに知見を有する他、大手企業において長年にわ

たり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事す
るなど、幅広い経験と知見を有しております。これらの経験と知見を、当社の監
査に反映いただくとともに、当社の持続的な企業価値の向上のために助言がなさ
れることなどを期待し、社外監査役候補者といたしました。

（注） １．監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．監査役候補者 奥田高子氏は、社外監査役候補者であります。なお、社外監査役候補者とした理由は、略歴下段に記載の

とおりです。奥田高子氏については過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありません
が、社外監査役候補者とした理由に記載のとおり、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し
ています。

３．監査役候補者 奥田高子氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって２年となります。なお、当
社は東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しています。同氏が原案どおり選任された場
合、引き続き独立役員となる予定です。

４．当社は、会社法第427条第１項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を同法第425条第１項各号
の合計額とする契約を奥田高子氏と締結しています。なお、同氏が原案どおり選任された場合は、当該契約を継続する予
定です。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が法律上負担
することになる損害賠償金および訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解費用等の争訟費用（株主代表訴訟に敗訴した場合お
よび会社からの損害賠償請求に係るものを含む）を当該保険契約により填補することとしております。監査役候補者奥田
高子氏は、当社の監査役として当該保険契約の被保険者に含まれており、本議案により同氏が当社の監査役に再任された
場合も、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は本議案に係る監査役の任期中に同
内容で当該保険契約の更新を予定しております。
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（ご参考）第２号議案および第３号議案が承認されたのちの経営体制（予定）
・候補者の有するすべての知見を表すものではありません。

氏 名 属性
専門性・経験

企業経営
経営戦略 マーケティング 技術開発

市場開拓
IT

セキュリティ
財務会計
M&A

人事・労務
組織

人材開発

法務
リスクマネ
ジメント

グローバル
経験

取 締 役

前 多 俊 宏 ● ● ● ● ●

泉 博 史 ● ● ● ● ●

松 本 博 ● ● ● ●

石 川 幸 一 ● ● ● ●

周 牧 之
社 外
独 立

● ● ● ●

山 本 晶
社 外
独 立

● ●

土 屋 了 介
社 外
独 立

● ●

藤 田 聰
社 外
独 立

● ● ● ●

横 山 禎 徳
社 外
独 立

● ● ● ● ●

和 田 英 明
社 外
独 立

● ● ● ● ● ●

監 査 役

丹 羽 康 彦
社 外
独 立

● ● ●

笠 原 智 恵
社 外
独 立

● ● ●

安 田 成 喜
社 外
独 立

● ●

奥 田 高 子
社 外
独 立

● ●
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（ご参考：第２号議案および第３号議案）
【取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続】

取締役候補者は、優れた人格および高い倫理観と共に、中長期的な企業価値を創造するために必要な知識・経験・能力を有し、
その役割・責務を適切に果たすことができる者を選任する方針としております。取締役候補者の指名を行うにあたっては、この
方針に基づき、代表取締役が取締役候補者の原案を作成し、指名報酬委員会において諮問を行い、その答申をもとに取締役会に
上程され、その承認をもって株主総会に諮ります。指名報酬委員会メンバーは会社の意思決定の客観性・適時性・透明性を確保
するため社外役員または外部有識者が過半数を占めております。
社外取締役の選任に関する方針については、上記に加え高い専門性を有し、当社の「社外役員の独立性判断基準」の定める基

準を満たす人物を招聘するよう努めています。

【監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続】
監査役候補者については、候補者の持つ人格・知識・経験・能力・専門性などを踏まえ、代表取締役が監査役会に推薦します。

監査役会で審議のうえ、監査役会が同意した候補者が取締役会に上程され、その承認をもって株主総会に諮ります。
社外監査役の選任に関する方針については、当社の「社外役員の独立性判断基準」の定める基準を満たす人物を招聘するよう

努めています。

【社外役員の独立性判断基準】
当社の社外役員（社外取締役および社外監査役）については、透明性の高い経営と強い経営監視機能を発揮するコーポレート

ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準を以下の通りとします。（以下のいずれにも該
当しない者について独立性を有する者と判断します。）

１．現在または過去10年間のいずれかにおいて、当社、当社の現在の子会社および関連会社（以下、あわせて「当社グループ」
という。）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員その他の使用人およびこれらに類する者
（以下、あわせて「業務執行者等」という。）であった者

２．現在または過去３年間のいずれかにおいて、以下a～jのいずれかに該当する者
a．当社の大株主（議決権所有割合10％以上を直接または間接に保有する者をいう。以下同じ。）、または当該株主が法人で

ある場合には、その業務執行者等
b．当社が大株主である会社の業務執行者等
c．当社グループを主要な取引先（その取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高

い方の額以上の支払いを当社グループから受けた者）とする者、またはその取引先が会社である場合には、その業務執
行者等

d．当社の主要な取引先（当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている
者）、または、その者が会社である場合には、その業務執行者等

e．当社グループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか
大きい額）を超える寄付または助成を受けている者またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等

f．当社の大口債権者等、またはその者が会社である場合には、その業務執行者等
g．当社グループの監査法人である公認会計士または監査法人に所属する者
h．弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上

の報酬を得ている者、またはその者が各種団体等である場合には、その業務執行者等
i．上記 a～hに該当する者（重要でない者を除く）の配偶者または２親等内の親族
j．当社グループから役員（取締役または監査役をいう。以下同じ。）を受け入れている会社の役員

３．その他、当社の一般株主との間で上記１～２で考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれ
のある者

４．仮に上記２のいずれかに該当する者であっても、実質的にみて一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考える者につい
ては、当社は、当該者が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該者が当社の独立役員と
して相応しいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該者を当社の独立役員とすることができるものとする。

以 上
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